
奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
の

届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
一
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

森

本

俊

一

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

（
イ
）
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

届

出

年

月

日

氏

名

の

氏

名

所

在

地

あ
し
た
に
真
治
後
援

芦
谷
真
治

朝
井
の
り
子

生
駒
市
小
明
町
一
八

令
和
五
年
一
月
四

会

五
八
ー
一
二

日

氏
原
け
ん
い
ち
後
援

氏
原
賢
一

氏
原
賢
一

北
葛
城
郡
上
牧
町
米

令
和
五
年
一
月
五

会

山
台
三
ー
六
ー
六

日

王
寺
の
未
来
を
考
え

玉
守
数
叔

玉
守
数
叔

北
葛
城
郡
王
寺
町
久

令
和
五
年
一
月
二

る
会

度
三
ー
五
ー
一

十
四
日

大
川
ひ
ろ
し
後
援
会

大
川
博

大
川
博

生
駒
郡
斑
鳩
町
興
留

令
和
五
年
一
月
二

九
ー
四
ー
二
九

十
四
日

清
田
の
り
あ
き
を
応

清
田
典
章

清
田
あ
ゆ
み

香
芝
市
下
田
東
一
ー

令
和
五
年
一
月
十

援
す
る
会

四
九
〇
ー
六

二
日

黒
川
洋
司
後
援
会

佐
藤
鉄
平

松
山
忍

生
駒
市
翠
光
台
六
ー

令
和
五
年
一
月
十

三
八

一
日



さ
い
と
う
麻
由
後
援

齋
藤
麻
由

齋
藤
裕
児

磯
城
郡
川
西
町
大
字

令
和
五
年
一
月
二

会

結
崎
七
〇
九
ー
九

十
六
日

下
地
あ
つ
し
後
援
会

下
地
敦
志

下
地
敦
志

大
和
郡
山
市
材
木
町

令
和
五
年
一
月
十

一
五
ー
一

日

清
絆
会

平
岡
清
司

平
岡
律
子

五
條
市
野
原
西
二
ー

令
和
五
年
一
月
二

一
五
ー
二
三

十
三
日

せ
き
順
子
後
援
会

関
順
子

関
正
次

生
駒
郡
平
群
町
大
字

令
和
五
年
一
月
四

椿
井
八
六
三
ー
四
四

日

奈
良
の
未
来
を
拓
く

金
山
成
樹

金
山
松
子

桜
井
市
大
字
慈
恩
寺

令
和
五
年
一
月
十

会

九
二
一
ー
四

日

奈
良
未
来
政
策
研
究

山
本
茂
伸

山
本
茂
伸

奈
良
市
大
宮
町
六
ー

令
和
五
年
一
月
四

会

三
ー
七

日

藤
原
ひ
で
た
か
後
援

藤
原
秀
高

藤
原
久
美
子

大
和
高
田
市
大
字
築

令
和
五
年
一
月
十

会

山
二
〇
三
ー
二

九
日

星
川
だ
い
ち
応
援
団

星
川
大
地

越
智
泰
勢

奈
良
市
青
野
町
一
ー

令
和
五
年
一
月
十

四
ー
二
七

日

ま
す
だ
よ
し
ひ
ろ
サ

桝
田
佳
宏

桝
田
弘
子

北
葛
城
郡
王
寺
町
南

令
和
五
年
一
月
六

ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ

元
町
二
ー
一
ー
二
三

日

南
田
よ
し
の
り
後
援

南
田
進

岸
田
文
代

生
駒
郡
三
郷
町
立
野

令
和
五
年
一
月
十

会

南
一
ー
一
二
ー
五

八
日



山
本
え
み
後
援
会

中
川
忠
義

藤
川
佳
彦

北
葛
城
郡
王
寺
町
久

令
和
五
年
一
月
六

度
二
ー
二
ー
二

日

吉
村
昭
範
後
援
会

吉
村
昭
範

吉
村
有
香

生
駒
郡
斑
鳩
町
神
南

令
和
五
年
一
月
六

四
ー
一
一
ー
七
六

日
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